
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
徳
島
海
区
の
う

ち
南
部
海
域
に
お
け
る
宝
石
さ
ん
ご
（
ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
の
生
体
及
び

死
骸
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

今

治

清

孝

一

定
義
こ
の
指
示
に
お
い
て
「
徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
」
と
は
、
和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら

徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に
至
る
直
線
及
び
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
諭
鶴
羽
山
山
頂

と
同
市
沼
島
東
端
と
の
見
通
し
線
以
南
の
水
域
の
う
ち
徳
島
県
海
域
を
い
う
。

二

採
捕
の
制
限

徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
に
お
い
て
、
宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三

に
掲
げ
る
者
が
採
捕
す
る
場
合
で
あ
っ
て
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。

）
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

承
認
の
対
象
者

承
認
の
対
象
者
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

四

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

承
認
証
の
携
帯

承
認
を
受
け
た
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
を
採
捕
す
る
と
き
は
、
当
該
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

六

承
認
の
取
消

委
員
会
は
、
資
源
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

七

譲
渡
又
は
販
売
の
禁
止

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
を
譲
渡
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

八

採
捕
報
告
書
の
提
出

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
結
果
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
採
捕
期
間
終
了
後
一
月

以
内
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。

十

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。


